
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ポ
ン
ポ
ン
山
歯
科
医
院 

神
澤
歯
科
医
院 

入
間
け
や
き
ク
リ
ニ
ッ
ク 

所
沢
い
そ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
徳
洲
会 

行

田
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ク
リ
ニ
ッ
ク
公
園
ば
し 

い
わ
さ
き
内
科
・
循
環

器
科 

名 

称 

比
企
郡
吉
見
町
田
甲
七
〇
五―

一 

久
喜
市
葛
梅
三
一
二―

四 

入
間
市
河
原
町
一―

三
入
間
市
駅
前
ビ
ル
二

〇
七 

所
沢
市
東
所
沢
二―

二
四―

八 

行
田
市
持
田
三―

一
五―

二
三 

秩
父
市
中
村
町
四―

九―

二
二 

志
木
市
本
町
五―

一
五―

二
一 

所 

在 

地 

令
和
七
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 

1f015729f78e9e78121bb5e7fe21cd03



 

原
田
薬
局 

あ
る
ま
薬
局 

薬
局
松
山
西 

セ
キ
薬
局 
藤
久
保
店 

共
立
歯
科
医
院 

熊
谷
市
弥
生
一―

六
三―
六
弥
生
廣
瀬
ビ
ル

一
Ｆ 

東
松
山
市
箭
弓
町
一―

一
一―

七 

一
Ｆ
一

〇
四―

Ｄ 

東
松
山
市
松
山
町
二―

四―

四
五 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
二
〇
一―

一 

蓮
田
市
東
五―

九―

一
七 

令
和
七
年
九
月
二
十

六
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
七
年
十
一
月
三

日 令
和
七
年
十
一
月
十

五
日 
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